
１．第三者行為による傷病届

２．念書兼同意書

３．誓約書（任意）

４．事故発生状況報告書

５．交通事故証明書

⇒ 保険会社の担当者様より入手してください。

６．入手不能理由書
⇒ 交通事故証明書の右下部分が物件事故と記入されている場合は必要です。

７．事実申立書

⇒ けんか、食中毒、医療事故など交通事故証明書がない場合は必要です。

８．第三者に関する状況確認書

⇒ 相手方が保険に加入していない場合は必要です。
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